[bookmark: _Hlk218688501][bookmark: _Hlk218689107]ソーシャルイノベーション創出推進事業委託業務　仕様書

１　業務名
[bookmark: _Hlk227231090][bookmark: _Hlk218689027]　　ソーシャルイノベーション創出推進事業委託業務

[bookmark: _Hlk218688971]２　業務目的
愛知県では、「革新事業創造戦略（以下「戦略」という。）」に基づく取組の一環として、社会的な課題の解決と地域の活性化に資するイノベーション（以下「ソーシャルイノベーション」という。）の創出促進を目的に、民間からの寄附を原資とする「ソーシャルイノベーション創出基金（以下「基金」という。）」を2025年7月に創設した。
本業務は、戦略や基金の趣旨に基づき、県内中小企業等に対して、地域課題の解決や地域活性化を新たなビジネスにつなげる意識の醸成を図り、ソーシャルイノベーションのプレイヤーとしての認識を芽生えさせることにより、各地域におけるソーシャルイノベーション創出の機運を高めることを目的とする。
また、新規事業と社会課題解決の両立に挑戦するプレイヤーの可視化を進め、戦略における次のフェーズへとつながる事業者の発掘を図る。

３　業務期間
　　契約締結日から2027年3月31日（水）まで

４　業務内容
受託者は、金融機関や事業会社など多様な主体が基金の趣旨に共感し、自発的かつ継続的にソーシャルイノベーション創出に参画することにより、社会課題解決や地域活性化に繋がる好循環の形成を基金の到達像として意識した上で、県内中小企業等を対象に以下の業務を実施すること。
なお、業務の実施にあたっては、戦略の趣旨、目的等を十分に理解した上で事業を実施すること。


（1） 意識醸成プログラムの企画・実施
1 以下の条件に従い、プログラムを企画すること。
　　　＜条件＞
	プログラム・
内容
（イメージ）
	県内各地域の社会課題解決を中小企業の新規事業に関連づけた内容のセミナーやワークショップ等
· セミナーの例
· 有識者による基調講演/パネルディスカッション
· 単なる情報提供にとどまらない、意識変容・行動喚起を促す設計
＜想定テーマ＞　
· 地域の課題、社会的な課題に地場の中小企業が取り組む重要性・ビジネスチャンス
· 新規事業のつくりかた（何から始めるか、苦労する点、押さえるべきポイント）　など
· ワークショップの例
· 提示したテーマについてのブレインストーミング、ロジック構築
· 本事業終了後に活用可能な助成等の支援を見据えた上での新規事業計画策定
＜想定テーマ＞　
· 自社の持つ強み（技術、地域での立ち位置　など）の洗い出しによる「自分たちは何ができるか」の認識
· 自社の持つ強みと社会課題とのシナジー探索　など

	対象者
	· 県内中小企業等
※　経営判断ができる層がメインターゲット

	規模
	· 延べ120社程度
· １社あたりの人数は問わない

	回数等
	· 原則、県内４地域（例：尾張、知多、西三河、東三河）で各２回

	その他
	· 各地域の産業特性や参加見込者の業種等に合わせ、分野・テーマを設定するなど魅力的なプログラム内容とすること
· 多くの参加者が見込まれる場合等は複数地域合同で開催するなど事業目的の達成に向け柔軟に対応すること




2 プログラムの運営
県と協議、関係者と調整の上、運営に必要な業務を行うこと。
・　会場確保に関すること（探索、予約、利用料金等の支払い　など）
・　申込に関すること（様式・フォーム等の作成、応募者管理、問合せ対応　など）
・　集客に関すること（広報物（チラシ等）の作成、プレスリリース　など）
・　登壇者等に関すること（選定、打診、説明、謝金・旅費等の支払い　など）
・　ロジ作成に関すること（タイムテーブル作成、当日の業務分担　など）
・　当日の運営に関すること（会場準備、受付、現場対応　など）

（２）ソーシャルイノベーションのプレイヤー発掘及び関係者との調整
1 新規事業と社会課題解決の両立に関心又は意欲を有するプレイヤーの把握及び可視化を行うこと。なお、可視化においては、４（１）の参加者を対象としたアンケート調査等を実施し、その結果を分析すること。
※プレイヤーの把握及び可視化にあたっては、属性、関心分野、課題意識等、今後のソーシャルイノベーション創出や戦略に基づく事業展開につながる示唆を得られるよう努めること。
2 金融機関や県内各地域で企業等とのネットワークを有する関係者と連携し、情報交換や意見聴取等を通じて、地域におけるソーシャルイノベーションの担い手となり得るプレイヤーの発掘に努めること。
3 前号の連携にあたっては、集客や運営面での４（１）のプログラムをはじめ戦略に基づく取組における協力が得られるよう、関係者との継続的な連携体制の構築に努めること。
（3） 事業実施体制（連携体制）の構築
1 統括責任者の設置
事業内容全般を常に把握している統括責任者を置き、事業実施方法や進捗状況の確認等、事業の円滑な実施のために、定期的に県と連絡調整を行うこと。
2 担当者の配置
本業務を遂行する上で必要な知見を持つ担当者を配置し、統括責任者の指示のもと、事業を主体的に支援するとともに、委託業務を円滑・適正に運営するために必要な組織体制の構築、人員配置を行うこと。
3 　関連企業との連携体制の構築
事業実施にあたり、必要に応じて、関連する企業等との連携・協力体制を速やかに構築すること。なお、体制構築にあたっては、受託者の責任のもとで契約・協定締結等の必要な手続きや、セミナー・ワークショップの参加者募集・インシデント対応など、万全な実施体制とすること。
５　スケジュール（想定）
	時期
	内容

	4月
	

	5月
	事業者募集

	6月
	事業者選定・契約

	7月
	　　　　企画検討、関係者との調整、周知広報

	8月
	

	9月
	アジア・アジアパラ競技大会

	10月
	〃

	11月
	

	12月
	　　　　セミナー・ワークショップの開催

	1月
	

	2月
	

	3月
	実績報告


※　アジア競技大会（9月19日から10月4日まで）及びアジアパラ競技大会（10月18日から10月24日まで）の期間中は原則として参加者を募って開催するイベントの実施を避けること。

６　成果物
（1） 事業報告書
以下の内容について、できる限り詳細に記載すること。（内容の追加は可能）
· 「４業務内容」における実施概要、参加状況、得られた成果、課題
· ワークショップで得られた意見・アイディアの整理
· 新規事業と社会課題解決に関心を持つ参加者の傾向分析
· 次フェーズ事業につながり得るプレイヤーの整理・可視化
· 今後の取組に向けた改善提案・発展案の提示
· その他、事業の目的の範囲内で県が指示するもの
（2） 必要部数
紙（A4判）5部及び電子データ一式
（3） 納入場所
　	愛知県経済産業局革新事業創造部イノベーション企画課
（4） 納入期限
2027年3月31日（水）

７　支払対象経費
本業務に係る支払対象経費は次の通りとする。
· 人件費
本業務の従業者に支払われる給与等
· 事業費
講師謝金：事業の実施に必要な謝金
交通費：事業の実施に必要な交通費（渡航費、電車代、タクシー代等）
補助員人件費：本業務に必要な業務補助等を行う補助員（アルバイト等）の賃金等
印刷製本費：報告書等の作成、資料等に必要な印刷製本費
消耗品費：事業の実施に必要な消耗品費
通信運搬費：事業の実施に必要な通信運搬費（電話代、郵送代等）
再委託費：一部の事業を再委託する場合の経費
賃借料：事業の実施に必要な機器等のリース・レンタル料、会場借上料
その他：本事業の実施に必要な物件費であって、上記経費以外に県が必要と認める経費
· 一般管理費
上記に掲げた経費を除く、本業務を行うために必要な経費であって、本業務に要した経費としての抽出・特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費であり、一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出する。
　一般管理費＝直接経費（人件費＋事業費）×一般管理費率
※　直接経費には、「再委託費」は含まない。
※　一般管理費率は、10％もしくは、委託契約締結時（契約変更の承認を行った場合は、その当該変更後の率）に上記の計算方法で採用した率のいずれか低い率とする。ただし、特殊要因等がある場合は、協議のうえ一般管理費率を決定する。
· 消費税及び地方消費税
上記経費に係る消費税及び地方消費税

８　その他・留意事項
（1） 内容遵守・県との協議
業務内容については、本仕様書及び企画提案書の内容を順守することとし、業務実施にあたっては、県と十分協議すること。
（2） 著作権等の権利関係について
1 受託者は、成果物の著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下同じ。）を県に無償で譲渡するものとし、著作権人格権を行使しないものとすること。また、著作権関係の紛争が生じた場合、一切受託者の責任において処理すること。
2 納入される成果物について、第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、受託者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行うこと。
（3） 情報管理
1 本事業の受託者は、本事業の遂行に当たっては県、企業、個人等の情報漏洩等がないよう情報管理、機密保持に万全を期すること。
2 再委託先、連携する企業・団体等においても受託者と同様に適切な管理を遵守させること。
3 本業務の遂行にあたり知り得た情報を、委託者の許可無く他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。
4 受託者は、本事業において 県その他の関係者との業務連絡にSlack 等のコミュニケーションツールを利用する場合は、有料プランで利用するなど契約期間中に送受信されたすべてのメッセージ履歴を、契約期間を通じて随時閲覧できる状態で保持すること。なお、契約期間終了時においては、当該ツールの標準的なエクスポート機能等を用いるなどにより、メッセージ履歴データを提出すること。その際、提出するデータは特定の閲覧ソフトに依存せず、汎用的な方法で閲覧可能な形式とすること。
（4） 一括再委託の禁止
委託業務の全部及び主要部分を一括して第三者に再委託しないこと。事業の一部を再委託する場合は、再委託する業務の内容及び必要性等を十分勘案し、事前に県と協議すること。
（5） 業務期間中の費用負担及び代金の支払い
本事業を遂行するに当たって発生する費用は受託者の負担とし、その業務の対価として受託者に支払う代金は業務完了後、委託業務の実施に要した証ひょう、帳簿等の調査により、県が確定し支払う。この確定額は、当該業務に要する経費に係る適正な支出額と契約金額とのいずれか低い額とする。
（6） 会計関係について
1 業務終了後の現地検査にあたっては、経理書類の整理をあらかじめ行い、自主点検を実施するなど、効率的な検査の実施に努めること。なお、業務終了前に必要に応じて経理書類の整備状況について確認することがあるため、支出の都度、経理書類は整理しておくこと。
2 受託者は、事業完了後5年間、本業務に係る会計帳簿及び証拠書類を県の求めに応じていつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなければならない。
3 本業務に係る会計実地検査等が業務期間中及び業務終了後において行われる場合は協力すること。
（7） 業務の記録について
本業務で行った打合せや会議などの記録について、議事録を作成の上、県へ報告すること。
（8） その他
1 天災等の影響により、本仕様書に記載された業務の一部が実施できなくなった場合は、県と受託者の協議の上、契約金額を含めて、契約変更する。
2 契約締結前に実施した事項については受託者の責任とし、県は一切の責任を負わない。
3 その他、本事業の実施にあたり、県から別途指示があった場合は、可能な限り対応すること。なお、この仕様書に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合においては、必要に応じて県と受託者が協議して決めるものとする。

